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平成２７年度第１回循環型社会推進会議会議録 

 

１ 開催日時 

  平成２７年５月１８日（月） 

  開会 午前 １０時 

  閉会 午後  ０時１５分 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所 南庁舎３階 講堂２ 

３ 出席委員 

  東 珠実、吉田民子、浅見洋子、白坂弘子、渡辺安正、深田定雄、服部亜紀、 

杉島重男、鍋島洋行、松原八壽雄 計１０名 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 傍聴者数 

  １名 

６ 出席した事務局職員 

  環境課長 石坂清二、環境事業センター所長 鈴木利幸、環境課長補佐 

川本英貴、環境事業センター所長補佐 山崎力、環境課主査 長田篤 

７ 議題等 

 ⑴ 座長あいさつ 

 ⑵ 報告事項 

  ア ごみの排出状況について 

  イ プラスチック製容器包装の毎週収集に関する懇談会について 

 ⑶ 議題 

  ア 基本計画の進捗状況と本年度の予定について 

  イ プラスチック製容器包装毎週収集の試行について 

ウ リサイクルステーションの進め方について 

⑷ その他 

 

８ 会議の要旨 
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東座長 

環境課長 

 

 定刻になりましたので、ただ今から「平成２７年度第１回 尾張

旭市循環型社会推進会議」を開催させていただきます。 

本日、全員出席で会議を進めていきます。 

議事に移ります前に、事前に配布させていただきました委員名簿を

ご覧ください。構成員の構成に変更がございますので、ご報告させて

いただきます。 

生ごみ資源化協力隊から推薦を受けていた松原八壽雄さんが、協力

隊を脱退され、新しい組織を立ち上げられました。 

市では、協力隊に委員の選任をお願いしておりましたので、松原さ

んにおかれましては、構成員としての資格を欠くこととなりました。 

しかしながら、松原さんは、本市の計画策定に携わっていただいて

いたことから、計画の内容を熟知しており、また、現在、この推進会

議の「リサイクル広場拡充プロジェクト」のリーダーを務めていただ

いていることから、尾張旭市循環型社会推進会議開催要綱第３条第１

項第５号の規定に基づき、「循環型社会に関する経験や知識等を有し、

計画を推進するため市長が必要と認める者」として選任し、引き続き

平成２８年３月３１日まで、構成員としてお願いすることとなりまし

た。 

 なお、脱退された組織である「生ごみ資源化協力隊」からは構成員

としての年齢要件を満たす適任者がいないため、推薦辞退の報告を受

けております。 

したがいまして、実質的には以前と変わらないメンバーで今年度も

ご検討をお願いいたします。 

 この会議は、市の「附属機関の会議の公開に関する基準」に基づき、

傍聴を認めていること。また「附属機関の会議録等作成に関する基準」

に基づき、本会議の会議録だけでなく会議を録音しました録音媒体に

つきましても情報公開の対象となることも、あわせてご了承いただき

ますようお願いいたします。 

では、本日の会議資料の確認から始めてまいります。まずお手元に

４枚の資料を配付させていただいております。事前配付させていただ

きました資料は、次第、資料１から資料４までご持参いただけました

でしょうか。もし不足がありましたら事務局までお申し出ください。 

特にないようでしたら、次第に沿って会議を進行させていただきま

す。 

次第１「座長あいさつ」を座長の東先生にお願いします。 

 事務局の方に変更があったので、そちらの紹介をお願いします。 

 人事異動がありまして、担当であった西本が他の部署に異動となり、

代わりに長寿課から長田が来ました。 
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（長田あいさつ）  

それでは、平成 27年度第１回尾張旭市循環型社会推進会議を始め

させていただきます。 

 昨年度からこの会議、プロジェクトでも構成員の方にはお世話にな

っています。ありがとうございます。前回の会議では、市の予算に関

する報道から、プラスチック製容器包装の毎週収集があがりまして、

それに対していろいろなご意見をいただいたところですが、その後有

志の方による市長との懇談会が、４月７日に行われました。 

本日はその懇談会の話や、プラスチック製容器包装の毎週収集、店

頭回収など議題にあがっております。よりよい方法を検討していきた

いと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

ありがとうございました。このあとは、次第に従って議題に入って

まいりますが、ここからは座長である東先生に議事の進行をお願いし

ます。 

それでは次第に沿って議事の進行をさせていただきます。 

次第２報告事項⑴ごみの排出状況について、資料１により事務局か

ら説明をお願いします。 

＜資料１で説明＞ 

ただいま事務局から、「ごみの排出状況について」の説明があり

ました。ご質問等がありましたら、よろしくお願いします。 

なければ、報告事項⑵プラスチック製容器包装の毎週収集に関

する懇談会について、事務局から説明をお願いします。 

＜別添「プラスチック製容器包装の毎週収集に関する懇談会」で

説明＞ 

ただいま事務局から、「プラスチック製容器包装の毎週収集に関

する懇談会について」の説明がありました。ご意見等がありました

ら、よろしくお願いします。 

 ４月７日に３０分という短い時間ではあったが、市長と懇談会を行

った。試行後は、なるべく早く毎週収集に切り替えたいという強い思

いがあると感じた。私自身の考えは、策定された基本計画の中では、

４年間にわたってプラごみの調査・検討し、その結果をふまえて次の

施策を考えるということだったが、市長の考えはそれを前倒しすると

いうことであると理解した。 

 店頭回収については、一日も早くやることが大事である。事業

者が取り組むことは法律で決まっている。行政が事業者にお願い

するようなスタンスではいけない。商工会などを通じて事業者に

集まってもらい、行政が主体となって事業者を指導していかなけ

ればならないと考える。またどういうふうに事業者と関わってい
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杉島委員 

 

 

 

 

 

松原委員 

 

 

 

 

 

 

 

深田委員 

 

 

 

東座長 

 

 

くか、この推進会議でも検討していきたい。 

店頭回収については、後ほどの議題でも検討・意見をいただき、議

論していきたいと思います。 

「市長がお伝えした事の要旨」の４で、委託料が下がってきている

とあるがどういう意味か。 

費用面を心配されている方が多かったので、そのことについて市長

が言及しましたが、平成 24年度に市域の２分の１の範囲でプラごみ

の収集を委託に出したところ、市の見込みより安い金額で実施するこ

とができました。また、平成 26年度には市の全域で委託したところ、

さらに委託料が下がったことによりスケールメリットがあるならば、

毎週収集に組み込んでいけるのではないかということです。 

委託料が下がったから毎週収集をやるというふうにもとれるが。 

それも１つの要因であるということです。 

直営である労務職の人件費と比較すると、委託に出したほうが意外

と安く実施することができたということです。 

文面だけ見ると、そんなにお金がかからないから心配しなくていい

よというふうにとれる。しかし、実際にはお金がかかる。 

私は市長に、当初の予算が月２回の収集で 1,300万円。それを毎週

収集することにより、2,500から 2,600万円ぐらいかかるのではない

かと聞いたところ、業者委託にすることにより、委託料はどんどん下

がっていくから、毎週収集することで 2,600 万円もかかるのではな

く、むしろ 2,000万円を切るぐらいで市内全域で回収ができるという

事務局の見通しであるということだったと理解している。 

プラごみ再生については、厳格な選別があり、市の財政負担が非常

に大きい。プラごみの３分の１は収集しているが、３分の２について

は燃えるごみといっしょになっている。収集率をあげるということ

は、それだけ処理費用がかかってくるということ。現在燃えるごみと

して回収されているプラごみが全部回収された場合、処理費用は１億

円ぐらいの支出になるのではないか。 

行政として、ごみの量を減らすのが目的なのか、処理費用を減らす

ことが目的なのか、取り組みの姿勢が問われてくる。 

全市でやった場合の費用は、いくらぐらいになるのか。行政の場合、

要望が強いかどうかで判断している部分がある。財政が厳しい中で、

このやり方でいいのか。例えば、市民１人あたりいくらの負担になり

ますという提示があってもいいと思う。 

他にご意見等ないようですので、次第３議題⑴基本計画の進捗状

況と本年度の予定について、資料２により事務局から説明をお願いし

ます。 
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渡辺委員 

＜資料２で説明＞ 

ただいま事務局から、「基本計画の進捗状況と本年度の予定につ

いて」の説明がありました。ご意見等がありましたら、よろしくお

願いします。 

基本施策１－②№10だが、小さい頃に環境意識を高める必要が

ある。環境活動が、日常生活に浸透するような形がいい。小中学

校で徹底した環境教育を行えば、有効な施策となるのではないか。 

市ではこのほかに何か行っているか。 

市で行っているのは、平成26年度実施内容及び平成27年度予定

に記載のほか、小学４年生に副読本「ごみってなあに」を配付し

ています。 

他の市町村でもクラブ活動の一環としてごみ問題に取り組んで

いるところや、イベントとして一過性のもので終わっているとこ

ろもある。 

やっておわりということではなく、何を指導し何を確認するか

の部分を市でやることが大事。そうすることによって、活動の幅

が広がると思う。 

ポスター入選者を表彰するなどし、広報で報告し市民に啓発を

したらどうか。市長自ら表彰するぐらいでないと。やっているこ

とが中途半端。 

やってくださいと言われ、なんでもかんでも学校でやっていく

のは難しい。やっていくシステムを教育委員会でつくってほしい。 

毎年、旭丘小学校区では独自で小学４年生から６年生を対象に、

３Ｒ推進のポスターの募集をしているが、提出してもらえるのは

だいたい２割５分から３割ぐらいである。大事なのは、保護者に

も意識してもらうことである。 

ポスターを描いた小学生が、きちんと実行しているか。学校よ

りもむしろ家庭での大人のしつけ方が大事。 

資料２の公表については、事務局に一任ということでよろしい

ですか。ただし、来年度作成する際は具体的に書くことができる

よう今年度検討し、工夫して表現をしていただくようお願いした

いと思います。 

№23のエコキャップについてですが、報道があって以降は、自

社ではホームページで現在調査中ですということにしている。 

私の会社では現在、エコキャップを地域の回収団体に渡し、そ

の収益で障がい者事業所から軍手を買い、その軍手を地域の方々

に渡すといった地域での循環を行っている。 

エコキャップの表記は、変更したほうがいいのでは。 
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東座長 

№23のエコキャップについては、注記をつけるということで事

務局にお願いします。 

他にご意見等ないようですので、次第３議題⑵プラスチック製容

器包装毎週収集の試行について、資料３により事務局から説明をお願

いします。 

＜資料３で説明＞ 

ただいま事務局から、「プラスチック製容器包装毎週収集の試行

について」の説明がありました。ご意見等がありましたら、よろし

くお願いします。 

検証方法⑷で聞き取り調査を実施するとあるが、やってよかっ

た、よくなかったなどの感情論だけの調査ではなく、これだけの

費用をかけましたけどそれでも実施してよかったかというような

費用対効果に関する項目を入れたほうがよい。 

調査項目については、利便性だけでなく、費用対効果に関する

項目も併せて事務局で検討してください。 

基本施策３－②№39「プラスチックごみの処理のあり方につい

て検討します。」の平成26年度実施内容、平成27年度予定は共に

なしの表記だが、平成27年度予定の欄は、「前倒しで検討する」

という文言に訂正したほうがいいのでは。 

平成27年度予定の欄の記載と併せて、スケジュールの表記につ

いても、どこかの時点で見直さなければいけないと思います。 

市民にとって、生活上負担となる。その負担をいかに我慢して

ごみを減らしていくのかが大事である。 

試行は６か月となっているが、試行後の平成28年度に検証し、

本格実施は平成29年度ということになるのか。 

６か月試行とありますが、前半３か月で結果を検証します。 

ただし、残りの３か月も試行として続けます。検証する期間を設

けると、今まで毎週収集していたものが月２回になってしまうこ

とも考えられ、市民サービスの低下になります。 

 今年度中には、本格実施していくのかしていかないのかを決定

したいと思います。 

尾張旭市は、分別が厳しい。４月は転入者が多く、特にプラご

みに関しては完全に分別されているものは５つのうち１つぐらい

である。毎週収集することにより、確実にごみの量は減ると思う

が、きちんと分別されていないものも多くなる恐れがある。市民

が、プラごみであれば何でもいいという気持ちになってしまう前

に、ごみの分別について市民にアピールする必要がある。 

事務局は、試行する前に事前に周知を図るようにして下さい。 



7 

 

 

 

環境課長補佐 

東座長 

 

 

渡辺委員 

 

環境課長補佐 

 

 

 

渡辺委員 

 

環境課長補佐 

 

 

東座長 

 

 

 

 

環境課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にご意見等ないようですので、次第３議題⑶リサイクルステー

ションの進め方について、資料４により事務局から説明をお願いしま

す。 

＜資料４で説明＞ 

ただいま事務局から、「リサイクルステーションの進め方につい

て」の説明がありました。ご意見等がありましたら、よろしくお願

いします。 

予算については、何か所を想定しているか。 

回収したものは市の収入となるか。 

１か所のみで、６か月間を想定しています。 

もともと店舗で回収しているものにつきましては、店舗で任せ

ますが、今回新たにリサイクルステーションを設置し回収する品

目については、市の収入とする予定です。 

検証方法の⑵リサイクル広場への影響とあるが、プラス評価は

どういうものなのか。 

今回新たにリサイクルステーションを設置したことにより、周

辺住民の利用が増え、また既存のリサイクル広場の量も減ってい

ないということであれば、一定の効果は得られたと考えます。 

他にご意見等がないようですので、リサイクルステーションに

ついては、事務局で進めていただくとともに、必要な事柄につい

ては次回の会議で報告・議論していただきたいと思います。 

予定していた議題は終了しました。 

次第４はその他ですが、事務局から何かありますか。 

本日は、多数の貴重なご意見やご助言を賜り、誠にありがとうござ

いました。 

皆さんにお願いしている各種プロジェクトの進捗状況を報告させ

ていただきます。 

５月１日にごみ有料化部会を開催しております。 

 本日皆様には追加資料として、プロジェクトの会議録をお配りしま

した。この会議は、ごみ有料化について皆さんの情報・知識の共有を

図る目的で、プロジェクトメンバー以外の方にも自由参加型で行われ

ました。７人の参加者で、循環型社会形成推進基本法の概要や本紙の

これまでのごみ減量の取り組みの歩みとそれに伴うごみ排出量の推

移を学びました。 

 次回は６月１７日に本市のごみ減量の取り組みや有料化実施自治

体の状況などを学ぶ予定です。 

リサイクル広場拡充プロジェクトと事業系ごみ適正化プロジェク

トにつきましては、委員改選や事務局の担当者の異動など慌ただしい
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中で、開催を見送っておりますので、６月～７月にプロジェクトを進

めていきたいと思っておりますので、ご協力よろしくお願いします。 

 最後に「第２回尾張旭市循環型社会推進会議」のご案内をさせて

いただきます。 

 次回は、今回ご議論いただいた内容を事務局で整理・検討し、７月

もしくは８月に開催を予定しております。日時については、決まり次

第、構成員の皆さまにご案内させていただきますので、お忙しいとは

思いますが、ご出席についてよろしくお願いいたします。 

東座長 

 

 ただいま事務局から説明がありましたとおり、次回の会議は、７月

から８月に開催されるとのことであります。また、プロジェクトにつ

いても適宜開催されるとのことでありますので、皆さまお忙しい中と

は思いますが、ご協力くださるようお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、平成２７年第１回尾張旭市循環型社

会推進会議を閉会といたします。皆さま長時間にわたり大変お疲れ様

でした。 

 


